
新行財政改革大綱（第３期）の策定に係る講演会及び全県意見交換会（１２月１４日）に

おける講演 【人口減少社会における行財政改革について】 

 

今日は、大部分が県職員で、市町村職員と県民の方もいらっしゃるということですので、

レジュメは少しバラエティに富んでおりますので、ここは知っているというところもある

かと思いますが、御容赦いただきたいと思います。 

私は所属がビジネススクールで、こういうところでお話しする先生というのは、おそら

く経済学部とか法学部とか、公共政策大学院だと思うのですが、アメリカやイギリスのビ

ジネススクールにまいりますと、もちろん民間の経営学を勉強するわけですが、大体定員

の２割くらいは、実はパブリックセクター（国や自治体などの公的機関）であります。逆

に言うと日本のように、いわゆる民間企業のことしかしないビジネススクールというのは、

むしろ海外に出ると例外的なものでありまして、関西学院大学のビジネススクールは、数

年前から公共部門も入れようということになり、私自身そういう理由で、学内の人事異動

もありまして、ビジネススクールの所属でありますが、専門は公共部門であります。それ

から都道府県の関係で申しますと、京都府は今ご紹介いただきましたが、参与を務めてお

ります。それから行革の関係で申しますと、島根県に参画をさせていただいた経験がござ

います。明日は京都府議会の「京都府行政の今後のあり方に関する特別委員会」で機構改

革全般についてお話しさせていただく予定です。 

それでは資料に沿って進めてまいりたいと思います。少子高齢化社会が到来いたしまし

た。６５歳以上の前期高齢者以上が人口全体の４分の１を軽く越えてしまったということ

であります。つまり６４歳以下３人で６５歳以上１人を支える社会になってきているわけ

であります。年金の問題、いろいろ御指摘を受けるわけですが、従前１０人で１人を支え

ていた社会から、３人で１人を支える社会になって、年金も非常に厳しくなってまいりま

すし、自分たちは年金すらもらえないのではないかと考えている若者も非常に増えてきて

おります。将来に期待を持てない社会ということで、アベノミクスはマクロでは成功して

いると思います。株価も上がってきておりますし、企業業績も増えてきております。企業

の内部留保も著しく増えてきておりますが、しかしそれが、企業に勤めている、あるいは

中小企業を経営している方の所得に反映されて、それが消費に現れることはなかなかあり

ません。従って設備投資をする企業でありますとか、従業員に相対的に高い給料を払う会

社には、税の免除をしようとか、結局潤っているパイをどれだけ東京から地方に、あるい

は大企業から中小企業に、これをどういう風にするかが、今のひとつの大きな課題だと思

います。 

ただこの少子高齢化の関係で、人口の減少がよくいわれるわけですが、行政改革を進め

るときにひとつ重要なのは、特に県では、基本的には高齢者が多くて、だんだん少なくな

ってくるという、逆三角形型の人口構成ピラミッドになるわけですが、メッシュの細かい

市町村になると、臼のような形になる自治体が、最近結構あります。客観的に見ると「将



来有望」といわれる自治体です。つまり、高齢者が多くて、働く現役の世代は少ないです

が、しかし子どもたちが多いという自治体であります。これはおそらく１０年２０年経て

ば、子どもたちが上に上がっていくわけでありますから、現役世代として高齢者を支える

重要な戦力となるということであります。しかしそこまで、１０年１５年２０年先まで、

地方自治体、市町村の財政が保つかという大きな問題があります。「臼」の形になっている

ということは、上の３分の１は高齢者でありますから、行政コストが非常に多く掛かるわ

けであります。下の３分の１もいわゆる二等辺三角形状に広がっているわけでありますか

ら、こちらもいわゆる少子化対策や子育て支援、ここでも多大なお金が掛かります。その

間にある現役世代は非常に細い。ですから市町村行政的に見ていくと、例えば１００億円

くらい基金があっても、このような形態を持っている市町村というのは、私は非常に危な

いと思っております。 

今年のノーベル経済学賞をシカゴ大学の行動経済学の先生が取りました。人間は決して

合理的ではないということであります。簡単に説明しますと、私は阪神淡路大震災を被災

しましたが、例えば被災地に入ってボランティアをやろうという人は、たくさんおられま

す。あくまでも仮の話ですが、例えば災害復旧に来てくださいと時給５００円払いますと

いうと誰も来ないです。ボランティアできてくださいというと、たくさん来られる。経済

的に見て、これはおかしい行為です。タダでたくさん来て、時給５００円渡しますといっ

ても全然来ない。これが一例なのですが、人間の行動というのは、決して経済的な合理性

を持って行われているわけではない。その他の様々な要素が絡み合っているわけでありま

す。 

そういったときにひとつ明確に考えていかなければならないのが、例えば県民の意見、

市町村民の意見を聞くのは重要ですが、その方たちが正確な情報を持って県政とか市町村

政に対してコメントをされているかどうかが重要です。私は、２０年以上前に、北川正恭

さんが知事時代の三重県に、今ニュースゼロのキャスターをされている村尾さんに呼ばれ

まして、バランスシートを作りに行ったことがあります。ちょうどその頃、村尾さんが中

心になって、平成１０年度からスタートして、平成１２年くらいに完成した、当時の三重

県の行政システム改革がありました。そういったところのメンバー構成について、当時の

北川知事から「行革の委員というのはどういう人がいいかわかるか」と聞かれました。私

は「財政の専門家、行政の専門家、福祉の専門家、教育の専門家」など１０項目ぐらい言

ったわけですが、そうするとニッと笑われて、「そういう人は選んだらダメだ」と言われた

のです。専門的知識を持っている方は、自分の専門を非常にアピールされる、行革という

のは、総合計画を実現するために、人、モノ、金、情報、時間をどう合理的に配分して、

最少経費、最大の効果で、しかも最速で、県民満足度、福祉を向上していくかということ

です。ですから全体最適の視点を持っていることが、まず重要で、その上でバランスの取

れた発言ができることが重要で、その上で専門性を持っていたらいうことがないと言われ

まして、私もまだ３０代でありましたので、感心した記憶があります。 



最近はファシリテーションやコーチングも流行ってきています。色んな人の意見を聞く

というのは、非常に大事なことで、全く素晴らしいことであります。ただ、その意見を集

約する前提で、きちんと情報を提供しているか確認するのが、行政サイドの大きな課題に

なってきていると思います。役所で財政がどうなっている、あるいは県の役割、市町村の

役割、地域振興局の役割、それぞれの役割が違うということを説明するとともに、例えば

電気とか、ガスとかは場合によっては公共ではなく、民間部門がやっているケースが多い

わけで、そういったことをきちんと伝えながら、ファシリテーションをして、意見を集約

していかなければいけないのに、それがなかなかできていない基礎自治体というのが、最

近目につくのではないかと思います。 

そこで、成長社会から、あるいは成熟社会から持続可能性、サスティナビリティ

（sustainability）という言葉が最近出てまいりましたが、大きくなろうとか、今よりも質

を高めていこうとか考えるのは、もちろん理想ではありますが、その前に、今ある状態を

まず維持できるようにしていこうと、こういう考え方の行政改革が、最近は増えてきてい

るのではないのかということであります。政府と地方公共団体や、その他の公的部門が抱

える国債とか、地方債の残高、公的部門の債務残高について、今ネットで調べると大体１，

３０６兆円となっております。日本の人口は１．２５億人でありますから、一人当たり約

１，０００万円という金額になります。約３５年ほど前に、土光さんが第二次臨時行政調

査会で中曽根さんに、「日本という国がこんな借金大国になって、これからの子や孫にいっ

たいどうするつもりだ」と檄を飛ばされた時の公的部門の債務残高というのは、実は１０

０兆円しかありませんでしたので、今がその１０倍になってきているわけであります。 

この１，３００兆円を何とかしなければいけないわけですが、国税収入というには、大

体５０兆円から６０兆円の間です。世の中の景気が悪くなると５０兆円あたり、切ったこ

ともあったと思います。今年は非常に順調でありまして、５６～５８兆円まで伸びるので

はないかといわれているわけです。これに対して地方税の収入は約４０兆円で、両方加え

ても１００兆円ないわけです。つまり今の日本の公的債務残高約１，３００兆円ですが、

もし金利が８％まで上がってしまうと、金利だけで１００兆円かかるわけでありますから、

今の日本の公共部門の財政というのは、ある意味では低金利で保っているという状況であ

ります。日本国内の付加価値であるＧＤＰ、国内総生産は５４４兆円であります。５４４

兆円を分母にもってきて、分子を公的債務残高１，３００兆円にしますと、およそ２４０％

になります。私はイギリスの研究をしておりまして、ブレグジットということで、相当の

賠償金を払いますが英国がＥＵから離脱をいたします。ヨーロッパの国がＥＵに入ろうと

すると、公的部門の債務残高の対ＧＤＰ比というのは、約７０％がデッドラインでありま

す。これより公的債務が大きくなるとＥＵに入れないわけです。日本は極東のアジアの一

国で、ＥＵに入ることはないわけですが、もしＥＵに入ろうとすると、日本はその資格を

遥かにクリアできていない、７０％基準からいいますと、その３倍もの借金を持ってしま

っているわけであります。 



こういった状況の中で、臨時財政対策債については、もちろん国の借金で、地方の借金

ではないと思います。しかしながら、実質的に見ていったときに、例えば臨時財政対策債

の元本や金利を、どのように償還していくか、その償還財源がどこから来ているか、地方

交付税とか、譲与税の特別会計、大体年間１６～１７兆円だと思いますが、そこから臨時

財政対策債の償還をもし受けているのであれば、結局、普通にもらう交付税の一部が、臨

時財政対策債に化けていくだけで、本来得るべき普通地方交付税が減ってくる、そのよう

なことを考える方が、最近非常に増えてきております。 

また、地方公共団体約１，７００団体が持っている基金残高が２１兆円あるといわれて

います。毎年の地方交付税は、これを５兆円下回る１６兆円であります。政府の税調のメ

ンバー、あるいは経済財政諮問会議のメンバーが、１年間交付税をやらなくても、貯金で

いけるのではないかといっています。私たちからすると、極めて乱暴な論理であります。

そういう主張が、経済財政諮問会議でありましたし、税調の委員の中には、週刊東洋経済

で埋蔵金だとおっしゃっている人もいました。私はそれは違うというのをお話ししたいわ

けであります。取られてはいけないので、理論武装をしようということであります。この

２１兆円を、山田知事は総理との会合の中で、地方公共団体が将来に備えて、一生懸命貯

めてきたお金なので、これを残高が大きくなってきているからといって、取りあげられた

ら地方としてはやっていけないという説明をされた。ところが知事の横におられた方と、

この間話をしたときに、「新地方公会計が進んでいて、総務省の研究会でも平成３０年度の

地方財政のあり方ということで、引き続き新地方公会計を充実させると言っているわけで

すが、どうして会計的に説明をしないのですか」と言いました。新地方公会計で一番注目

すべきは、減価償却の累計額です。これは実は日本国中のほとんどの地方公共団体で情報

提供がされていません。秋田県も基本的な総務省方式改訂後というのでやってこられまし

たので、残高が出ているだけですが、実はそれが一番重要でありまして、減価償却累計額

というのは会計学的にいうと、将来のインフラ資産やハコモノを更新するために、各地方

自治体が留保しておかなければいけない財源額を、理論上表しているわけであります。そ

の金額と２１兆円、日本全国の基金残高を比べますと、日本全国の約１，７００余りの自

治体の減価償却累計額の合計は、私のイメージでは約２００～３００兆円です。言い換え

ればこれは将来の地方の公共事業です。今までは景気が悪くなると公共事業をやってきた

わけですが、これからはそういう公共事業ではなく、ハコモノやインフラが老朽化してき

ているわけですから、そのために公共事業をしなければいけない。無理してするのではな

く、しなければいけない。公共施設等総合管理計画で最も重要なのは、それをどのタイミ

ングでやるか、経済情勢を見ながら、やらなければいけない公共事業を漸進的に作ってい

くというのが重要だと思います。そこまで踏み込めている自治体はまだないです。世の中

の景気が悪いので、財政政策でお金を使う、公共事業を行うというのが、これまでの姿で

あるとすれば、今後はこれと全く反対の方向、極論ですが、やらなくてもいい公共事業で

はなく、やらなければいけない公共事業が日本全国でいうと２００～３００兆円あるわけ



です。それをどのタイミングでやるかが、極めて重要な経済政策になるということが、行

財政改革や総合計画を立案していく際に、加味していくことが重要なのではないかという

ことであります。空前の低金利ということで、お金に価値がありません。いわゆる金融資

本主義が終わるのではないかということです。新しい資本は何か。藻谷浩介さんの里山資

本主義に関心を持たれた方、結構おられませんでしょうか。あれは考え方によっては、お

金が資本なのではなく、地方都市においては里山が資本なのですというのを世の中に問う

たそういう本だという位置づけができるのではないかと思います。私が研究しているイギ

リスでは、「キャピタリズム（Capitalism：資本主義）」の前に、「フィランソロピー

（Philanthropy：博愛）」がつきます。「フィランソロキャピタリズム（Philanthrocapitalism）」

といいます。これは「博愛資本主義」と申しまして、これからの世の中の資本は、お金で

はなく、他者を思いやる気持ち「博愛」であるという考え方で資本主義のあり方をもう一

回考えていこうという研究を、公共部門の人間がやっておられます。例えば日本にキーエ

ンスという会社があります。何千億円という利益を経常的に計上されていますが、地元の

町内会が盆踊りをするといって寄付をお願いしても寄付をしません。理由を少し前に聞い

たところ、「キーエンスの仕事というのは町内会に寄付することではないです。自分たちは

ＦＡセンサを作って、世の中にきちんとした製品を販売して、利益を出して、職員にたく

さん給料を払い、株主にもたくさんお金を払い、そして最後に国が決めたルールに基づい

て、きちんと税金を払います。だからキーエンスの社会貢献は、税金をたくさん払うこと

であって、地元の町内会に寄付をすることではありません」とのことでした。立派な会社

だと思います。キーエンスはそういう考え方で、税金をたくさん払っておられるのです。

こういうのも「フィランソロキャピタリズム」なのです。行政がこれから連携していかな

ければいけないのは、どのような企業とどう連携して、まちづくり、地域づくりに取り組

んでいくか、これが大きな課題になっていくのではないか。つまり資本はお金ではないと

いうことであります。 

それから次に、財政の話ばかりで恐縮でありますけれども、これは財政学の先生が良く

されるものです。収入から経常経費を引いて、投資的経費をやりましょうということです

が、経常経費比率が大きくなってきたので、投資のお金がないですという、これは財政学

的な説明であります。ところが、最近公会計が出てきていますので、公会計的に説明する

と、平成２８年３月の秋田県の貸借対照表、行政コスト計算書を見ますと、減価償却費は

１，１８６億円でした。この減価償却費の意味は、秋田県がこれまで構築されてきたハコ

モノとかインフラの価値が、１年間で１，１８６億円分なくなったということです。逆の

言い方をすれば、１，１８６億円分古くなったということです。これに対して投資的経費

は、秋田県の場合は７６６億円となっています。これを皆さんもご覧いただいたらわかり

ますが、この１年間で秋田県の資産は、約４２０億円なくなったということです。ところ

がなくなったといわれても、道路はそのままありますし、ハコモノもそのままあります。

つまり４２０億円分ポンコツになったということです。過去１０年１５年くらい振り返っ



てくると、財政難に直面した時期は結構ありました。そのときにキャッシュフローベース

の予算編成をやる一番基本的で簡単な方法は、投資的経費をしないということです。投資

的経費をケチってつじつまが合あわせることによって、住民福祉の向上といいながら、結

果的には世の中ポンコツだらけになっていったというように、会計学的には見えるわけで

す。この状況をこれから皆さんどうされますかということです。ますます続いていきます。

古くなって更新が必要な状況で、成長とか成熟などはいわなくてもいい。まず持続可能が

重要です。これからの行財政改革の一番の問題は、この公共施設等の総合管理の問題、そ

れから県の場合は、市町村に対する補助の問題が必要です。つまり、ここの減価償却費や

投資的経費だけではなく、秋田県の公共資産整備補助金等支出が減ってきているというこ

とは、この影響を受けて県内市町村や民間の資産投資の更新が遅れているということです。

ソフトサービスの面で協働や参画はもちろん非常に重要ですが、ハードサービス面で、私

たちはこれだけシビアな問題に直面しているということを、グサッと自分の腹に突き刺し

ておかないと、とんでもないことになるのではないか。あれだけ役所の会計は現金主義だ

といわれている中で、総務省は新地方公会計をやり出しました、行政コストやセグメント

別計算をするのではなく、減価償却と減価償却累計額の議論を、まずすることで、役所の

行財政改革は、新たなベクトルを生み出すのではないかと思っています。 

今まで役所というのは、キャッシュフローと地方債の管理はしてきたわけです。資産の

管理が力不足であったのではないでしょうか。もっと厳密に言えば、財務的に資産という

ものを考えてなかったのではないでしょうか。ところが、新地方公会計で貸借対照表がで

きあがると、有形固定資産がどれだけ莫大にあるかわかるわけです。これは秋田県の数字

をご自身で計算されたらわかりますが、資産全体の少なくとも８割以上が有形固定資産で

す。実際の資産の全部インフラとハコモノなのです。これをどうするかというのが、これ

から考えていかなければならない重要な課題です。そうはいっても、県民の皆さんにもわ

かって欲しいのですが、人件費の削減によって、公務員の皆さんも厳しくなってきていま

す。扶助費はさわれないです。公債費も金利に関しては、どうにもならないくらい低くな

っています。そういう状況の中で皆さんどうされますかというのが、これからの行財政改

革のひとつの大きな問題になってくるのではないかということです。減価償却が小さけれ

ば、投資的な支出が大きければ、世の中は量的な拡大や、質的な充実にもなるわけです。

ところが、全国の自治体、全部を確認したわけではありませんが、減価償却費の方が大き

い縮小均衡です。インフラの減少はできないです。道路、橋梁、港湾、砂防、学校、住宅、

公園は基本的にはなくせません。道路、橋梁、トンネルはなくせない。砂防ダムや、河川

の保安を止めますか。これだけ災害が多くなってきている時代に、削れるわけがないです。

他方、ハコモノは我慢できる可能性があります。そうしようといっているわけではないで

すが、図書館や野球場がなくても生きていけます。でも小学校や道路がなかったら、とい

うことであります。したがって、ハコモノの問題、インフラの問題、公共施設等の問題は

極めて重要でありますが、インフラについて考えるのであれば、長寿命化しかないと思い



ます。ハコモノは長寿命化プラス統廃合、多機能化、複合化、あるいは民間譲渡、様々な

ことが考えられます。こういったことをこれから考えていく必要があるのではないでしょ

うか。 

ある市の例ですが、３００以上ある小中学校、市立高校の教育施設の懇話会のメンバー

に私がなっていて、視察に行きましたが、いわゆる名門と呼ばれる昔からある中学校に行

ったところ、入ったとたんにトイレや配管が腐っている臭いがしました。ところがこの市

で、小中学校の大規模補修に使える一般財源の過去１０年の平均は、大体年間４０億円で

す。この４０億円で３００ある小中学校、市立高校のトイレを直すとすると、全部修繕を

終えるには８０年かかります。だから、想像を絶する事態が私たちの目の前に来ているん

だという認識を持たなければいけないわけであります。学校でトイレに行きたくないとい

って我慢している生徒もいると聞きます。そういう厳しい状況になっているわけでありま

す。 

こういったことを何とかするため、まずはものの考え方を変えていこうではないかとい

うことで、いくつかの、地方行政や地方財政を運営していく際のものの考え方というもの

が日本でも紹介されています。最初に入ってきたのが、「パブリックマネジメント（Public 

Management）」、あるいは「パブリックアドミニストレーション（Public Administration）」

という言葉であります。いわゆる行政学といわれる範疇で、これは県民の皆さんはもちろ

ん憲法の規定で、主権者であるというところからロジックは展開されるわけであります。

政治学的、自治法的に、行政学的に県民を考えるのではなく、県庁をマネジメントする、

市町村をマネジメントするという観点で見ていくのであれば、「県民はお客様である」とい

うふうに考えたらどうだというのが、２０年ほど前に日本に導入された、「ニューパブリッ

クマネジメント（New Public Management：NPM）」と呼ばれる方法です。「県民は顧客」

であるなどというと、２０年前の県庁職員の皆さんはショックを受けられたわけです。市

町村でもそうです。「住民票をもらって帰る人に対して『ありがとう』といいましょう」な

どということをやりましたから、カルチャーショックでありました。ところがそれは、相

当の範疇で地方公共団体関係者のエリアに入ってきたわけでありますが、既に見直しが始

まっておりまして、「顧客」という考え方は、やはりおかしいだろうということで、最近言

われているのは「ニューパブリックガバナンス（New Public Governance：NPG）」と呼ば

れる方法で、ここでは県民はパートナーであります。パートナー関係の一番の基本は、例

えばですが、夫婦関係が例に挙がります。パートナーシップを組んでいるときに、それぞ

れ何をやってはいけないかというと、例えば隠し事をしてはいけないとか、ところがニュ

ーパブリックガバナンスで、県民はパートナーだといっているのに、もちろん県庁や県内

の市町村は隠しているわけではないのですが、県庁のこと、あるいは市町村のことが、必

ずしも正確に県民や市町村民に伝播していないとしたら、それは極めて重要な問題である

というところから始まるのが、ニューパブリックガバナンスです。「ガバナンス」というと、

皆さん「コーポレートガバナンス」を想定するので、「株主が経営者を監視する」というこ



とを考えますが、それは垂直的なガバナンスです。公共部門で求められるガバナンスは、

水平的なガバナンスです。県庁がある、市町村がある、県民がいる、企業がある、ＮＰＯ

がある、それぞれ役割があって、全員協力して公共を作り出していくという考え方であり

ます。そこで問われるのは、お互いがお互いを見ながら、自分もきちんと責務を果たして

いますという説明し合いながら、チェックし合う仕組み、そういうような水平的なガバナ

ンスが、ニューパブリックガバナンスの「ガバナンス」です。 

だからこれまで県民や市町村との協働、連携といわれていますが、この協働、連携を包

括する言葉が「ガバナンス」であるという考え方です。NPMの時は結果が問われましたが、

NPG は「どういうサービスを提供しますか、どういう政策を展開されますか」、その立案

の段階で、パートナーに全員参加していただくべきではないかというのが、ニューパブリ

ックガバナンスの考え方です。正しいかどうかというのは今後の検証が必要かもしれませ

んが、やはり NPMというのは県庁職員に対する内向きの改革であったという反省がありま

す。県庁の職員の皆さんに、県民は顧客ですよということを説得していたわけで、それに

対して NPG というのは、県民がどうではなくで、県全体で考えていこうということです。

そういう考え方に世の中は相当変わってきているということであります。冒頭でファシリ

テーション、コーチング、ワールドカフェ、そういった手法が市町村職員の間で流行して

いるとお話ししましたが、総合計画を立案しようとする市町村等でその手法を採用される

ことが多いです。そうするといっぱいできあがってくるわけで、私もこの分野は３０年く

らいやっておりますが、昔見たWishListに近いものが上がってきている総合計画が多いの

ではないかという懸念を持ちます。「ファシリテーションをやったのだから、これが住民の

言ったことだからこれが正しいのだ」という形で、ドカンと総合計画が出てくるのですが、

これは２０年前の何でも屋ではないかと思います。これをどうやってやるのか、これだけ

しかお金がないのにという問題を今改めてチェックをする必要があるのではないかという

ところです。 

官民連携と官官連携について、来年３月２３日に酒田市で、第１２回全国都市改革改善

実践事例発表会が開催されます。私は１２年間ずっと委員長をやっておりますが、都道府

県では鳥取県、三重県、京都府、この３府県がずっと参加されています。それぞれの府県

で業務改善運動に取り組み、行政の質を高めて、効率を高めていこうという取組をしてお

ります。これは２００６年に市町村レベルではありますが、山形市から始まりまして、こ

れまで続いているわけであります。企業は競争ですが、自治体は Co-Creation「共創」とい

うことで、秋田県と岩手県は競争していませんし、秋田県と岩手県で、どちらかが、より

優れた方法があれば秋田は岩手に、岩手は秋田に学べばいいわけで、そういう発想で自治

体職員が官官連携して、ノウハウなどを共有していこうというのが、この全国都市改革改

善実践事例発表会であります。公費で行こうなどと思わないでください。意識改革です。

ここに来る人は皆さん有給休暇を取って私費で参加しています。公費で参加するなどとい

う発想は捨てないといけません。私はビジネススクールで多くの学生を教えています。自



治体職員も結構来ていますが、彼らは全員私費です。役所の金で行こうという発想を持っ

ている段階で違うと思います。身銭切って土日の授業に来ていますから、吸収力は普通の

院生とは全く違います。話を戻すと、そのような官官連携をハードものにもやったらどう

だということであります。それも市町村間の共有から、県と基礎自治体の共有ということ

を考えることが重要です。これは一例ですが、京都は府と市が、土地は京都市、建物は京

都府というやり方で府市協調でいろいろなハコモノをたくさん作ってています。これは京

都府と京都市がそれぞれ建てていた類似の施設が近距離にある場合、１つを潰して、もう

１つのところに土地は京都市、建物の建築費は京都府ということで、府市連携でハード施

設の共有といったものもできてきているということであります。ですから官官連携も決し

てソフトサービスやノウハウといったものだけでなく、ハード施設についても考えること

ができるのではないかということであります。 

行革関連としては、ちょうど先月まで北九州市の公共料金の見直しの委員会の会長をや

っておりました。ようやく公共料金を値上げするという方向性で議会にも納得、了解をし

ていただいて、おそらく１２月議会に条例が出ていると思いますが、要はお金がないとき

にどうするかという話であります。そのときにハコモノを利用されている方に使用料をい

ただこうと、広い意味で受益者負担、公共料金であります。いままで行政のコストは維持

管理費しか考えていなくて、減価償却費はコストとして考えてこられていないので、道路

や橋梁等はポンコツになっているのに、更新する財源が全然ないという議論になるのです。

減価償却費もコストだとわかっていたら、そのコスト分を将来の更新のために、内部留保

をされていたと思いますが、それが全然できていないというのが、ひとつの大きな問題で

あります。ただ当面の公共料金に関しては、コストは減価償却費と維持管理費となるわけ

です。施設の経費というのは、減価償却費と維持管理費となるわけですが、別の見方をす

ると、行政が負担するか受益者、利用者が負担するかとなるわけです。北九州市では、行

政が減価償却費の全部と、維持管理費の一部を負担する、利用者は維持管理費で行政が負

担しない部分を負担するという考え方でやりました。わかりやすい例では、野球場やテニ

スコートを維持しようとすると、野球場は野球をする人には貴重な施設でありますが、野

球をやらない人にはどうでもいいものです。温水プールもそうです。温水プールに行く人

にとっては貴重な施設ですが、泳がない人にとってはどうでもいいものです。ここで県民

ニーズとのバランスをどうとるかです。つまり行政の責任というのは、生活保護もそれと

よく似ていると思いますが、何かそういう状態になったときには「いつでもどうぞ」とい

う Ready の状態を作ることではないかと思います。つまり行政が減価償却費を全部持つと

いうことは、例えばプールを作る費用は行政が持つのです。プールができて、「来たい人は

来てください。そのかわり来たい人はちょっとだけお金を払ってください」というのが、

維持管理費の一部を持つということです。「私はプールに行きたくない」という人は払わな

くてもいいというように、使う人と使わない人のバランスを取れないかということでやり

ました。批判もありました。高齢者の減免は、それまでタダだったのが、３割負担しても



らおうということになり、何とかならないかと言われました。これは私が言うよりも、地

方行政の現場にいる皆さんが、日々直面していることですが、どうやって県民の合意を形

成していくかという、非常に難しいテーマだったと思います。 

総務省から出された「公共施設等総合管理計画策定の要請」について、まだ一部の自治

体が「公共施設」という言葉に囚われて、国語的にはハコモノのことかもわかりませんが、

総務省の要請的には、公共施設の中に河川が入っているように、「公共施設」にはインフラ

を含んでおり、むしろハコモノよりインフラがメインだということです。ところが私が「自

治体組織論」という本を出してだいぶ経ち、いろいろな自治体の機構改革についても追っ

ていますが、「公共施設」の管理で特に市町村で多いのがファシリティマネジメントです。

「ファシリティマネジメント推進課」だと、ハコモノだけです。会計学的にいうと、一般

的には貸借対照表ではハコモノ１に対してインフラが８となっています。つまりインフラ

をやらないと財政的な解決にはならないわけです。ところがハコモノを、大規模補修はま

だよしとしても、更新をするにはどういうふうな方法でやると一番安く上がるかという

「Value for Money（金額に見合う価値）」を計算するような方法で、施設の更新を考える

のは順番を間違っていると思います。さっきも言いましたとおり、インフラは長寿命化し

かできません。ハコモノは長寿命化プラスアルファがある。まずインフラの方が大事なの

ではないでしょうか。そう考えていくと、ファシリティに限定した議論というのは、焦点

がぼけてくる、そういったところで公会計で貸借対照表を見てみると、ハコモノよりもな

ぜインフラの方をやらないのかということになります。さらにこれに、地方公営企業など

が入ってくると、水道や下水道があるので、インフラといったらもっと莫大になります。

そういったものをこれからどうするのか、あるいは県として、地域振興局を通じてどのよ

うに市町村の団体自治の実力を高めていくか。１９９９年に地方分権一括法が成立して、

基本的には団体自治と住民自治です。全国４７都道府県で地方課はなくなってきています。

鳥取県などは市町村課や市町村振興課すらなくしています。県は、市町村に何かするとこ

ろではなくて、市町村が何かしようとするのを助ける役です。市町村をチェックするので

はなく、サポートする役です。それが団体自治と住民自治の促進ではないでしょうか。他

県で、市町村長からよく聞くのは「県が市町村の邪魔をする」というものです。団体自治

や住民自治に対しては、市町村は市町村でやる、地方分権一括法で従前県が持っていた権

限は、たくさん市町村に行っているわけです。それができるような市町村になるようにサ

ポートすることも、地域振興局の非常に重要な行政改革なのではないかと思います。それ

ができていくと、市町村の財政的な自立性も高まっていって、県が客観的、間接的に財政

的な余力ができていくのではないかと思います。 

減価償却は会計的な考え方では、建設費用が２０億円で、耐用年数が４０年の施設であ

れば、年間５，０００万円の減価償却費が出ますが、人件費等と違ってお金の出ていかな

い費用ですから、５，０００万円分のお金は出ていかないので、県庁の中に内部留保され

ているのです。ところが今までの現金主義会計だと、内部留保されたものが、財調に行っ



ていて、財調にたくさんお金があると使うわけです。だからお金があったので使ってしま

って、適正サイズを超えたハードを作ったり、過大なソフトサービスをやっていった結果、

将来の更新のための財源がなくなっていませんかということを各自治体はチェックしなけ

ればいけないということです。地方自治法第２条１５項には、適正規模の自治体運営を行

うように規定されています。最少の経費で最大の効果を規定している１４項と、コンプラ

イアンスを規定している１６項の間の１５項では、ほかの地方公共団体と連携して適正規

模の自治体運営をするように地方自治法で規定しているのです。適正規模を越えてはダメ

なのです。その歯止めになるのが、減価償却であったということです。財政セクションの

方が本来こういうことをするべきなのですが、財政セクションは忙しいので、行革や政策

立案セクションがむしろ、公会計を使ったらどうかと思います。私の同僚で小西祥夫さん

は、総務省のこの前の財政局の研究会の会議で、新地方公会計を使うのは財政セクション

ではなくて、企画だと言ったみたいです。ある意味正しいと思います。逆に財政も焦るべ

きです。役所と企業は違いますが、現金主義だけでやってきますと中長期の目線はなくな

ってきます。目の前の計画にどうしてもなってきます。このようなことは企画、政策立案

セクションが考えるべきだとおっしゃったみたいで、波紋を生んでいるところです。 

また、お金が貯まってきたらこんなことを考えたらどうだということで、秋田県には基

金がいっぱいあるのです。減債基金は寄せておくとしても、財政調整基金が２００億円弱、

特定目的基金をいっぱい持っていますので、公共施設等総合管理基金（仮称）で、新しい

ハコモノ、インフラを作ろうとしたときに、国等から補助金があり、残りの一般財源充当

率が３割である場合は、減価償却累計額の３０％を目標に公共施設等総合管理基金を積ん

でいき、積立額は毎期の減価償却費を参考にして、将来の公共施設等総合管理計画の推進

に対応してはどうかと思います。私が行革委員長を１０年ほど務めている自治体では、公

共施設等総合管理基金の創設を提案したところ、議会の承認を得て基金を積むと聞いてお

ります。毎年の減価償却費を踏まえて、基金を増やしていくということを考えているとい

うことです。そのようにして公共施設の問題をクリアしていくことが重要なのではないか

と思います。繰り返しになりますが、地方自治法第２条１５項に規模の適正化が書かれて

います。さらに他自治体との連携についても、行革で取り組んでいますが、同じく地方自

治法に書いてあります。行革で取り組む以前の最重要課題です。ほかの自治体と協力する

ことは当たり前のことです。県域をまたいで何か作ることも可能性があるのではないでし

ょうか。 

さらに、いろいろな手法が最近出てきています。PFI／PPPです。PFI（Private Finance 

Initiative）というのは、民間資金の活用です。PPP（Public Private Partnership）には、

ノウハウも入ってます。BTO（Build Transfer Operate）は、民間で作ってもらい、完成後

に役所へ所有権を移転して、運営も民間に助けてもらうという方式です。ここまでは民間

ですが、最近さらに出てくるのは、New PPP（Public Public Partnership）です。これか

らの自治体の行政運営の基本方針は、地方自治法第２条１５項にあるとおり、県と他の県、



県と県内市町村など、他の地方公共団体と連携するパートナーシップが求められており、

そのような理解の中で何が生み出されるかを考えるということです。 

行革というのは、現場でお仕事している皆さんの頭の中に、PPP とか、地方自治法第２

条１５項を遵守しながら仕事をしなければいけないというマインドがあれば、何か新しい

アイディアが生み出されるとか、今までやっている方法を変えようとか、そういうものに

つながってくると思います。こうやって学者がしゃべるので堅苦しくて面白くないかもし

れませんが、物事を考える一番ベースにある思考のフレームワークというのを、県庁で重

責を担っている皆さんがお持ちになると、世の中は非常に大きく変わってくるのではない

かと考えます。 

秋田県の貸借対照表を見ると、基金残高が約１，０００億円を越えています。これを何

パーセントで運用していますか。行革でコストを削るというのは非常に重要なのですが、

収入を上げるというのも効果的にはコスト削減と一緒です。コスト削減に取り組まれてい

る方には失礼ですが、コスト削減よりは効果が大きいです。一番簡単に稼げるのは基金運

用ではないですか。大分県国東市は、地方公共団体金融機構が初めて表彰制度を作った年

に、たったひとつ、調達ではなく、運用で表彰されました。１年間の運用利回りが１．９

６％です。３町が合併して基金が１００億円あり、約２％で運用して、運用益が２億円で

す。税収が２億円増えたら、来年の交付税は、留保分が２５％で、交付税が１億５０００

万円減るのではないですか。タイミングの差はあっても、手元に残るのは５０００万円で

す。ふるさと納税で２億円増えたとしても、その基となる返礼品の調達や送料が掛かるの

で、手元に残るのは数割です。運用益の２億円は、交付税を計算するときの基準財政収入

に、今のところ算入されていないので、手元に全部残ります。何でこんな簡単なことをや

らないのですか。国東市の１．９６％の運用は、自治法に矛盾しない運用です。国債と地

方債のみでリスク商品は一切やっていません。それでこれだけ儲かるのです。株式とか株

式が含まれる投資信託とか、外債を買うとかは一切やっていません。それもひとりの会計

管理者の力でやると、会計管理者の責任論になるのです。ですから国東市は運用方法を条

例化して、議会が承認済みです。会計管理者は事務的にやるだけです。それでずっと２％

で、今は内部留保が２０億円だといっています。私は地方財務にこういうノウハウでやっ

てはどうですかと、１年半前から言っていますが、全然関心を寄せられません。地方財務

で小西さんの論文も重要ですが、時々書く私の論文は儲かりまっせ。（笑）基金残高の少な

い自治体でそんなことをいっても効果がありませんが、秋田県だったら効果が期待できま

す。歳計現金も、国東市は歳計現金の運用利回りは１％です。歳計現金がなくなったら資

金ショートすると心配しますが、国債の売り現先をやったら短期の資金調達も可能です。

指定金融機関に義理立てして、ビックリするような低金利で、何十億円もの現金を置いて

おくという時代は終わっています。もし大昔に財政再建団体に転落して、生きるか死ぬか

の時に好意的に対応してくれた地方銀行とか金融機関があるのであれば、配慮が必要かも

しれませんが、それだって永遠には続かないです。そういう背景がある県はできませんが、



背景があっても一定年度で区切ってやるべきです。それくらい今は稼げるので、なぜやら

ないのでしょうか。市町村の場合は会計管理者の人事です。それも行革です。行革は仕組

みづくりの問題だけではないです。人事の問題も行革だと思います。試しに会計管理者を

部長級にするのだったら、定年間際の人にするのではなく、部長昇格ポストを会計管理者

にするといいのではないでしょうか。会計をやっていたら役所中のお金が全部見えます。

例月出納検査にあわせて、市役所中の伝票を見ると不正がわかります。そのような経験を

部長になりたての人にやってもらったらいいのです。そういうことを考えるのも行革なの

ではないでしょうか。 

行革のシステムを作るときに、新地方公会計はあくまでも財務会計なので、管理会計を

やる方がいいです。管理会計でいろいろなデータを出さないとダメです。人は測定をされ

ると行動を変えるといわれています。例えば民間企業で、営業マンの営業の成績を売り上

げだけで見たら押し込み販売をします。回収も見ると一生懸命集めてきます。受注も入っ

たら受注もがんばります。メンテナンスも入れたらメンテナンスもがんばります。それな

のに営業の成績を売り上げだけでやっていたら、押し込み販売をして商圏だけ持って、ど

っかに転職してしまいます。つまり、数字を与えると現場は変わるのです。役所の皆さん

にはその発想がないのです。数字を与えないで、意識改革を図るというのは、基本的に無

理があるのです。だから「拡大します」とか「縮小します」とか「取り組みます」という

表現になるのです。このようなものでは絶対にできないです。著名な経営学者で一橋大学

ビジネススクールの伊丹さんが言っています。管理会計のデータを使って、いろいろな数

字を使うと現場は変わるので、総合計画で指標を作るとかありましたが、あれは組織に落

とし込めていないです。それは政策と組織を一致させる条例を作っていないからです。総

合計画でいろいろやることを書くのは結構ですが、やる組織を作らないと、人、モノ、金、

情報、時間は全部組織に置くわけですから、例えば総務部が総合計画の第何章担当と決め

ておかないと、総合計画の数値目標を立てても、組織目標がないと落とし込まれません。

そして組織に落とし込まれた数値目標に、人、モノ、金、情報をリンクさせてうまくやっ

ていく、管理の手法を進んでいくのであれば、バランススコアカードやアクティビティベ

ーストコスティングとか、そういう仕組みを少しでも頭に置かないと、行革大綱を作って

も人はなかなか動かないと思います。内部統制も、今非常に重要な問題になってきました

が、例えば「飲酒運転をやってはダメです」というのは、誰でも作れます。作るのは簡単

ですが、守るのは難しいというのを意識した仕組みも大事なのではないかなと思います。

政策、施策、事務事業とありますが、部、課、係と実質的に連携させるとか、数値目標を

作るのはいいのですが、これは会計の言葉ですが、数値目標設定のハードネス、適当な数

字ではダメなので、皆さんの場合、一番確実なのはキャッシュですが、そういったことを

関連して作っていくことも重要なのではないかと思います。 

最後ですが、行政改革をやっていくときの発想の原点ですが、お金がないと何もできな

いというのは捨てて、お金がなくても何とかなる。里山とか、何かあるでしょうというこ



とです。最近出てきているのは、フィランフィロソフィキャピタリズム

（Philanthrocapitalis：博愛資本主義）という考え方で、これはお金持ちがやるチャリティ

ではなく、全ての住民が心に抱く「博愛」というものを大事にして、これこそが資本とい

う考え方でやっていってはどうかという考え方です。ただし、その住民と行政の間には、

情報の非対称性があるので、県庁職員はよく県庁のことを知っているし、県民のことも知

っていますが、住民の皆さんは県庁のことはわかっておられないので、それをうまく説明

できるような、最後は情報公開や説明責任なのですが、こういうことも必然的に行政改革

の課題になってくるのではないかということで、終わりにしたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。 


